

資料１


神奈川県手話言語条例の見直しについて

１　条例の概要
　　「神奈川県手話言語条例」（以下「条例」という。）は、平成26年12月に議員提案で制定され、平成27年４月１日から施行された後、令和５年３月に改正している。
本条例の目的について、手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語であるが、いまだ手話に対する理解が浸透しているとは言えないことから、手話に対する県民の理解を深め、これを広く普及していく必要があるという認識のもと、手話を普及するための施策を総合的かつ計画的に推進し、全ての県民が互いを理解し合える地域社会を構築することとしている。

２　条例見直しの検討
（1）前回協議会での振り返り
	番号
	意見
	整理

	①
	きこえないきこえにくい子供たちの中で通常の学校に通う方もいるので、必要に応じて手話で教育を受けられるような環境が必要であるため、教員に対しての手話を獲得するための支援についても条例に記載してほしい。
	個別の施策については条例ではなく、手話推進計画で定める構成となっているため、計画への反映を検討する。

	②
	手話施策推進法第10条に災害時の手話での情報アクセスに関する記載がある。条例での記載は無いが、大きな課題となっている。その内容を記載してもらいたい。
	

	③
	きこえない、きこえにくい人、つまり当事者のヘルパーの人材を養成する場所がなく、手話のできるヘルパー、介護福祉士がほとんどいない状況であり、高齢の施設に入所しているろう者が十分なサービスを受けられない課題があるため、はっきりと高齢者のための条文を追加していただきたい。
	

	④
	平常時、発災時にかかわらず、災害や防災の視点での事業者や県民の役割を条例に記載するのはどうか。
	

	⑤
	県の方でも本格的に通訳養成、手話通訳者の確保に努めていただきたいので、条例の方にもしっかりと記載してもらいたい。
	個別の施策については条例ではなく、手話推進計画で定める構成となっており、計画には既に記載している。

	⑥
	条例第７条に事業者の役割が記載されている。努めるとの記載があるが、これでは弱いため、手話ができる、手話で十分にコミュニケーションが取れる職員の配置をする、雇用するというような条文を入れてほしい。
	コストの問題や従業員との関係があり、事業者に対して強制することは難しいため、事業者に義務を課すのではなく、コミュニケーションが取れる環境整備の配慮について計画への反映を検討する。

	⑦
	条例には重複の聴覚障がい者に関する文言が無いため、記載をしてもらいたい。
	本条例第２条第１項にろう者の定義を記載しており、この記載は盲ろう者も包含した内容となっている。

	⑧
	市町村への助言、支援について、条例のどこかに位置付けていただきたい。
	市町村に対しての助言、支援については条例第５条に既に記載している。

	⑨
	前回条例改正時に「法的技術面の問題で盲ろう者のことを条例に盛り込むことは難しい」との理由で結果的に盛り込まれなかった。
しかし、「神奈川県当事者目線の福祉推進条例」に対して、盲ろう者より「条例に盲ろう者のことを盛り込んでほしい。」と意見をした結果、6月19日の県議会本会議の代表質問で黒岩知事より「当事者目線の福祉推進条例に盲ろう者のことを盛り込みたい」旨の答弁があった。当事者目線条例に盲ろう者のことが明記されることが認められたならば、手話言語条例も同様に「盲ろう者」のことを盛り込んで然るべきではないか。
	神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例は個別の施策内容を記載している条例であり、施策の対象に盲ろう者が含まれていることを条例上明確にする方向で改正を検討している。
一方で、手話言語条例は理念的な条例であり、前回改定時ではろう者と盲ろう者が別であるとの考え方を踏まえ、条例が触手話や接近手話といった手話を使用する者（盲ろう者）を含むことを明確化した。















(2) 見直しの方向性
	見直しの視点
	（案）

	①必要性
	・条例の目的は、現在の状況においても目指すべき方向性として妥当であり、引き続き条例に基づいた取組を継続していく必要がある。
・「手話施策推進法」には条例と同趣旨の記載はあるが、「市町村との連携及び協力」や「県民の役割」は条例のみに記載されている内容であり、引き続き必要である。

	②有効性
	・条例が制定されたことによって、手話普及推進に係る取組の方向性や県、県民、事業者等の役割が明確になり、取組を行う上での指針として有効である。

	③効率性
	・条例の目的達成のために、条例に基づく計画が策定され、その計画に沿って様々な取組が進められているため、条例は効率的に機能している。

	④基本方針適合性
	・条例の目的は、「新かながわグランドデザイン」に記載されている「「ともに生きる社会かながわ憲章」や「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の理念の普及啓発や障がいへの理解の促進、障がい及び障がい児・者に対する差別の解消に取り組む」という方向性と合致している。

	⑤適法性
	・関連法令や条例に抵触はしていない。



(3) 見直し調書について
　別添見直し調書のとおり

３　今後のスケジュール
令和７年12月～令和８年１月　　　条例見直し調書の作成
令和８年２月　　　令和７年度第３回神奈川県手話言語普及推進協議会
で見直し結果報告
令和８年３月　　　令和８年第１回定例会厚生常任委員会で見直し結果報告
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